
 

 

令和２年度（２０２０年度）熊本県における 

事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書 

 

 熊本県知事 蒲島 郁夫は、地方自治法第１５０条第４項の規定による評価を行い、同

項に規定する報告書を次のとおり作成しました。  

 

１ 制度の整備及び運用に関する事項  

  熊本県知事 蒲島 郁夫は、熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する

整備及び運用に責任を有しており、熊本県においては、「地方公共団体における内部統

制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表。以下「ガイドライ

ン」という。）に基づき、「熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する方

針」（令和元年１２月２７日制定）を策定し、当該方針に基づき事務の的確・適正な執

行の確保に関する制度（以下、「制度」という。）の整備及び運用を行っております。  

  なお、本制度は、制度の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ

とで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、制度

の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、または当該リスクの顕在化を適時に

発見することができない可能性があります。  

 

２ 評価手続 

  熊本県においては、令和２年度（２０２０年度）を評価対象期間とし、令和３年（２

０２１年）３月３１日を評価基準日として、ガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告

書の作成」に基づき、制度の評価を実施しました。  

  

３ 評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対

象期間中の運用上の重大な不備を把握したため、熊本県における制度は評価対象期間

において有効に運用されていないと判断しました。  

 

４ 不備の是正に関する事項 

  当該運用上の重大な不備の概要及び是正状況は別表のとおりです。  

再発防止を徹底するとともに、引き続き的確・適正な事務の執行に取り組んで参り

ます。  

 

 

 

令和３年（２０２１年）７月２０日  

 

 

熊本県知事 蒲島 郁夫    

  



 

別表  

評価対象期間中に把握した重大な不備  

№ 分類  概要  是正状況  備考  

 

１ 

 

□整備  

 

■運用  

・県が実施した公共工事につい

て、土壌汚染対策法に基づく届

出を実施していない事案が平成

30 年度から令和 2 年度までの期

間中、計 162 件発生。 

・当該運用上の不備は、関係部局

における当該規定の周知徹底が十

分ではなかったことにより生じた

ものであり、法令遵守の不徹底と

いう点において、本県の社会的信

用を毀損する影響度の高いもので

ある。 

・無届け事案の届出を受け、

土壌汚染のおそれについて速

やかに確認し、必要に応じて

関係部局への指導を実施。  

・土壌汚染対策法に係る庁内

説明会を今後も引き続き実

施、制度周知の更なる徹底を

図る。  

・関係部局においてチェック

リストへの確認項目の追加な

どマニュアルの見直しを実

施。  

 

 

２ 

 

□整備  

 

■運用  

・メール誤送付や個人情報書類を

誤って本人以外に交付したこと等

により、個人情報が流出する事案

が対象年度中に 4 件発生。 

・当該運用上の不備は、情報の流

出という特性上において、事後の

対処が極めて困難であることか

ら、県民に対し、大きな経済的・

社会的不利益を生じさせ得るもの

であり、また、本県の社会的信用

を毀損させる影響度の高いもので

ある。 

・個人情報等を含む情報の発

送において、チェック体制の

強化を実施。  

・マニュアルの周知徹底や職

員研修の実施により職員の意

識向上を図る。  

 

 

 


